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輸入時検査等の取扱いについて 

 

標記については、輸入食品監視指導計画に基づき、輸入時検査又は海外からの問題

発生情報を踏まえ、別紙のとおり通知しているところです。 

今般、これまでの輸入実績、検査実績等を踏まえ、別紙に示す通知の取扱いを廃止

し、通常の監視体制とするので、御了知の上、対応方よろしくお願いします。 



（別紙） 

 

・平成 20 年４月 18 日付け食安輸発第 0418001 号 

「タイ産おくらの取扱いについて」 

・平成20年８月26日付け食安輸発第0826003号 

「コスタリカから輸入される牛肉等の取扱いについて」 

・平成21年５月26日付け食安輸発第0526001号 

「タイ産グリーンアスパラガス及びバナナの取扱いについて」 

・平成22年３月24日付け食安輸発0324第１号 

「タイ産マンゴスチンの取扱いについて」 

・平成27年５月19日付け食安輸発0519第３号 

「フランス産ナチュラルチーズの取扱いについて」 

・平成27年10月27日付け生食輸発1027第１号 

「フランス産ナチュラルチーズの取扱いについて」 

 


